
福祉サービス事業
地域で暮らす高齢者、障がい者やその家族のみなさんをさまざまな方面から総合的に支援します 

 

事
業
所

ケアプラン
センター

利用日
月曜日〜金曜日（祝祭日及び12月29
日〜1月3日は休み）

サービス時間
午前8時30分〜午後5時30分

ヘルパー
ステーション

サービス提供日
日曜日〜土曜日まで

サービス提供時間
午前6時〜午後10時まで
（ただし、利用者様の希望により相談に
応じます。）

デイサービス
センター

サービス提供日
月曜日〜土曜日（12月 29 日〜 1月
3日は休み）
霊山デイサービスのみ日曜日〜金曜日

サービス提供時間
午前10時〜午後4時

事
業
内
容

利用者の方が安心して在宅生活を続け
られるよう、ケアマネージャーが相談
援助し、一人ひとりに合わせた居宅サー
ビス計画（ケアプラン）を作成します。

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・
排泄・食事等の身体介護、その他生活
全般にわたる必要な援助を行います。
（障害者自立支援法に基づくホームヘル
プサービスも行います）

施設において日帰りで楽しんでいただ
けるように支援をします。送迎・入浴・
食事・レクリエーション等のサービス
をご利用いただくことで、高齢者ご自
身の健康保持とご家族の介護軽減を図
ります。

ご
利
用
で
き
る
方

【介護保険】
65歳以上の寝たきり、認知症などで
入浴・排泄・食事などの日常の生活に
介護や支援が必要な方及び 40 歳〜
64歳の特定疾病が原因で介護が必要
となった方。

【介護保険】
65歳以上の方で、要介護認定を受け
ておられる方及び 40〜 64歳の方で
医療保険に加入しておられ、特定疾病
により要介護状態や要支援状態になら
れた方。

【障害者自立支援】
障害者等身体・知的・精神の障害のため、
日常生活に支障があり「障害者福祉サー
ビス受給者証」をお持ちの方。

【自立支援デイサービス】
高齢による身体機能の低下や日常生活
に何らかの援助を要するおおむね 65
歳以上の高齢者で介護保険の認定非該
当の方。

【介護予防通所介護】
要支援1〜2の認定を受けている方。

【通所介護】
要介護1〜5の認定を受けている方。

サ
ー
ビ
ス
内
容

・介護認定調査
・�要介護認定の申請代行
・�居宅サービス計画に基づくサービスの
提供を調査
・�ご利用者の身体状況に応じたサービス
が適切に提供されているか定期的に
確認
・�介護保険について相談

【生活援助】
・買い物・料理・掃除・洗濯・薬の受け
取り代行・衣類の整理・衣服の補修な
ど家事全般

【身体介護】
・食事介助・入浴介助・排泄介助・清拭・
体位変換・病院の付き添い散歩や通院
など

・送迎
・食事の提供
・入浴
・機能訓練
・レクリエーション

お
問
い
合
わ
せ

○伊達・梁川・保原
　ケアプランセンター
　（伊達ふれあいセンター内）
　TEL.551-2135

○霊山・月舘
　ケアプランセンター
　（月舘保健福祉センター内）
　TEL.571-1406

○伊達・梁川・保原
　ヘルパーステーション
　（梁川福祉会館内）
　TEL.527-2510

○霊山・月舘
　ヘルパーステーション
　（霊山総合福祉センター内）
　TEL.586-3463

○伊達デイサービスセンター
　（伊達ふれあいセンター内）
　TEL.551-2134

○梁川デイサービスセンター
　（梁川寿健康センター内）
　TEL.527-2570

○保原デイサービスセンター
　TEL.574-3711

○霊山デイサービスセンター
　（霊山総合福祉センター内）
　TEL.586-3715

○月舘デイサービスセンター
　（月舘保健福祉センター内）
　TEL.571-1406　

 

事
業
所

地域包括
支援センター

 （受託事業）

窓口受付時間
月曜日〜金曜日
午前8時30分〜午後5時30分
（祝祭日及び 12月 29 日〜 1月 3日
は休み）

児童
デイサービス

サービス提供日
月曜日〜金曜日（祝祭日及び12月29
日〜1月3日は休み）

サービス提供時間
午前9時30分〜午後1時
午後2時〜午後5時

日中一時支援
（受託事業）

サービス提供日
月曜日〜土曜日

サービス提供時間
月曜日〜金曜日
午前7時30分〜午後6時30分
土曜日、長期休暇（夏休み、冬休み、
春休み）午前 8時 30 分〜午後 5時
30分

事
業
内
容

高齢者のみなさまが、住み慣れた地域
で安心して自分らしく生活できるよう
お手伝いをする、地域の身近な相談窓
口です。社協では、伊達・霊山・月舘
地域を運営し、相談員を配置していま
す。

心身の発達に障がいのあるお子さんを
対象とした、療育・支援を行う施設です。
日常生活における基本的動作を習得し、
集団生活に適応することができるよう、
身体及び精神の状況並びに環境に応じ
て効果的な指導及び訓練を行います。

発達障がい児等を一時的に預かること
により、障がい児等に日中活動の場を
提供し、見守り及び社会に適用するた
めの日常的な訓練等を行います。

ご
利
用
で
き
る
方

高齢者のことについての心配ごとや悩
みごとを抱える方であれば、どなたで
も利用できます。

就学、未就学を問わず心身の発達に遅
れのあるお子さん。

就学・未就学を問わず心身の発達に遅
れのあるお子さん。

サ
ー
ビ
ス
内
容

・�介護予防ケアマネジメント
・総合相談支援
・�権利擁護
・�包括的・継続的ケアマネジメント支援

・基本的生活習慣の援助
・社会適応への援助
・創作的活動
・療育相談
・レクリエーション

・基本的習慣の援助
・社会適応の援助等

お
問
い
合
わ
せ

○伊達地域包括支援
　センター
　（伊達ふれあいセンター内）
　TEL.551-2144

○霊山・月舘地域
　包括支援センター
　（霊山総合福祉センター内）
　TEL.586-1323

　同センター月舘出張窓口
　（月舘保健福祉センター内）
　TEL.573-3113

○伊達市　
　ひまわり園
　TEL.576-6978

○伊達市
　ひまわり園
　TEL.576-6978


